
 

 

 
 

加賀市点訳グループ アイパルは、「広報かが」や「社協だより あいあい」などの 

点訳を通じ、視覚に障がいのある方への情報提供をしているボランティア団体です。 

発行物の点訳のほかに、小学校等での福祉教育「みんなでやさしいまちづくり教室」

では、視覚に障がいのある講師の補助としても活躍していただいています。 

これまでの活躍から、今年度、ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰を受賞

しました。 

 

 

 

特技ボランティアとは、自分の趣味や特技を活かすボランティアのことです。 
福祉施設、地域のイベントなどで披露しませんか。 
（個人・団体登録のどちらも募集しています） 

 

 

 

 

 

【相談・問合わせ先】 加賀市社会福祉協議会 TEL:72‐1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：加賀市ボランティアセンター 

〒922-0811 加賀市大聖寺南町ニ１１－５ 

 （社会福祉法人 加賀市社会福祉協議会内） 

《ＴＥＬ》（0761）72-1500 

《ＦＡＸ》（0761）72-1244 

《E-mail》vol@kagavc.jp 

視覚に障がいのある方に、ボランティアの方たちが製

作した「広報かが」などの市内発行物の点字版または録音

CD 版を郵送しています。 

利用を希望される方は、ご連絡ください。 

【問合わせ先】：加賀市社会福祉協議会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動を通じて地域貢献や社会参加することで、健康で生きがいの

ある暮らしを送ることを目的に、加賀市ボランティアポイント制度（介護支援ボラ

ンティア制度）を実施しています。介護支援ボランティアに登録し、受入施設等で

ボランティア活動をするとポイントがもらえます。一定のポイントが貯まると、

申請によりポイントを現金に交換できます（年間最大 5,000 円）。 

●ボランティア登録できる方 

  加賀市内にお住いの４０歳以上の方で、要支援・要介護認定を受けていない方 
 

【申込・問合わせ先】 加賀市社会福祉協議会 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動中に起こるさまざまなケガや事故に対応した、無償で活動するボラ

ンティアの方々を補償する保険です。個人または団体で加入できます。 

この保険は補償期間が１年のため、令和 7 年度加入者は更新手続きが必要です。 

保険料 基本プラン：３５０円 または 天災・地震補償プラン：５００円 

（補償期間 4 月１日もしくは加入日翌日から令和 9 年３月 31 日まで） 

※県・市の助成制度があります。詳しくはお問い合わせください。 

【加入される方へ】 

①氏名・住所・電話番号（団体の場合は名簿） 

②保険料×加入人数分 

※①・②が必要です。 

詳しくは、下記までお問い合わせください。 

【申込・問合わせ先】 加賀市社会福祉協議会 

保険は任意加入です！ 


